
対象となる条件 （➊と❷の両方に該当する方）

➊ 奨学金等を返還（予定を含む）している方（公務員は除きますが、医療、介護、福
祉、保育等で国家資格又は公的資格を持って働いている方は該当する場合があります）

❷ 補助金の申請日において本町に住んでいて、引き続き５年以上継続して居住
する方

お問い合わせ先 | 四万十町役場にぎわい創出課 （担当：友永）

tel：0880-22-3281
mail：syoko-koyo-40010@town.shimanto.lg.jp
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